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生涯現役でいつまでも住み慣れた地域で暮らせる町を目指します！
～認知症を支える町づくり～

　認知症の症状に応じた対応・支援体制を『認知症ケアパス』といいます。認知症を引き
起こす疾患や身体症状などにより、必ずしも下の表のとおりになるわけではありませんが、
ご本人の状況を把握していただき、今後を見通す参考としてください。認知症について気
になることがあれば、地域包括支援センター班やかかりつけの病院へ早めに相談してください。

認 知 症 な っ た らに最終回

… 住民課地域包括支援センター班問い合わせ先

髙橋雄彦Dr.のひとくちコラム
　認知症になると、本人はもちろん、自分が認知症と自覚できないことがあります。家族の方が異変に気が
つき『どうしよう』『困った』『どこに相談したらえいろう』と思われることが多いと思います。
　大豊町では、住民課に連絡するといろいろな相談にのってくれます。社会福祉士、保健師、職員
もどうしたらいいかということを一緒に考えてくれます。もちろん私も認知症サポート医として、
症状の診断、治療、必要であれば他院への紹介等をさせてもらっています。
　みんなの協力で、いつまでも大豊町で暮らしていけるような態勢が整ってきています。

認知症の
度合い 認知症境界状態 見守りがあれば

日常生活は自立
日常生活に手助け・
介護が必要 常に介護が必要

様子や
見られる症状

物忘れはありますが、金
銭管理や買い物、書類作
成等を含め、日常生活に
不安はありますが１人で
できます。

薬を飲んだか分らなく
なったり、電話の応対や
訪問者の対応などが１人
では難しくなってきます。

着替えや食事、トイレ等
がうまくできなくなりま
すが声掛けや誘導等の手
助けがあればできます。

日常生活全般に生活のし
づらさがあり、意思疎通
が困難になってきます。

利
用
で
き
る
制
度
や
サ
ー
ビ
ス
例

相談窓口

社会参加
仲間
づくり

身体的
支援

住まい
支援

権利を守る
（財産・権利・
虐待）

どんなときでも、まずは相談から。認知症の人を支える仕組みやサービスがさまざまです。相談しながらうまく使っていきましょう。

住民課地域包括支援センター班

日常生活自立支援事業（財産管理）

成年後見制度　

老人クラブ

高齢者住宅 養護老人ホーム/軽費老人ホーム（ケアハウス）／有料老人ホーム

介護支援専門員（ケアマネジャー）

通所リハビリ（デイケア）／デイサービス

あったかふれあいセンター事業 デイサービス

グループホーム／特別養護老人ホーム／介護保健施設／介護療養型医療施設

大豊町社会福祉協議会

ホームヘルプサービス

家　族　会

ショートステイ（短期入所）

縦軸は生活に必要な支援や
サービスを分類しています。

　横軸は時間の経過を表しています。左から右にかけて時間が経過します。
　病気の進行については「認知症境界状態」「だれかの見守りがあれば日常生
活は自立」「日常生活に手助け・介助が必要」「常に介護が必要」として示し
ています。 
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高
齢
者
虐
待
と
は
、
高
齢
者
の
心

身
に
深
い
傷
を
負
わ
せ
た
り
、
基
本

的
な
人
権
の
侵
害
や
尊
厳
を
奪
う
こ

と
を
い
い
ま
す
。

　

高
齢
者
虐
待
に
は
次
の
よ
う
な
行

為
が
あ
り
ま
す
。

【
身
体
的
虐
待
】

　
　

叩
く
、
つ
ね
る
、
殴
る
、
蹴
る
な
ど
の
暴
力
や
ベ
ッ

ド
に
縛
り
つ
け
る
な
ど
の
身
体
拘
束

【
心
理
的
虐
待
】

　
　

怒
鳴
る
、の
の
し
る
、侮
辱
す
る
な
ど
の
言
葉
の
暴
力

【
性
的
虐
待
】

　
　

合
意
の
な
い
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
性
的
な
行
為

【
介
護
・
世
話
の
放
棄
、
放
任
】 

　
　

必
要
な
食
事
、
入
浴
や
排
せ
つ
な
ど
の
世
話
を
し
な

い
、
必
要
な
治
療
を
受
け
さ
せ
な
い
、
衛
生
状
態
の

悪
い
劣
悪
な
環
境
で
生
活
さ
せ
る

【
経
済
的
虐
待
】

　
　

高
齢
者
の
年
金
や
預
貯
金
な
ど
を
勝
手
に
使
っ
た
り
、

財
産
を
無
断
で
処
分
す
る

　

高
齢
者
虐
待
は
、
身
近
に
起
こ
り
う
る
問
題
で
す
。
早

期
発
見
に
よ
り
、
未
然
に
防
止
し
た
り
重
度
化
を
防
ぐ
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

虐
待
を
受
け
た
場
合
や
、
虐
待
と
思
わ
れ
る
行
為
を
発

見
し
た
と
き
は
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
班
ま
で
ご
相

談
く
だ
さ
い
。
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「
も
し
か
し
て
」　
あ
な
た
が
救
う
　
小
さ
な
手

11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
で
す

　

虐
待
か
も
と
思
っ
た
ら
す
ぐ
に
お
電
話
を
く
だ
さ
い
。

身
体
的
虐
待　

　

殴
る
、
蹴
る
、
投
げ
落
と
す
、
激
し
く
ゆ
さ
ぶ
る
、
や

け
ど
を
負
わ
せ
る
、
溺
れ
さ
せ
る　

な
ど

役
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ら
の
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知
ら
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高
齢
者
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

予
防
接
種
を
実
施
し
て
い
ま
す

　

今
年
度
も
、
一
部
公
費
負
担
に
よ
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

予
防
接
種
を
実
施
し
ま
す
。

【
対
象
者
】

　

大
豊
町
民
で
、接
種
当
日
に
①
ま
た
は
②
に
該
当
す
る
方

　

①
65
歳
以
上
の
方　

　

②
60
～
64
歳
未
満
の
方
で
心
臓
、
腎
臓
、
呼
吸
器
に
重

い
病
気
の
あ
る
方（
身
体
障
害
者
手
帳
1
級
相
当
の
方
）

【
費
用
】
自
己
負
担
金　

１
，０
０
０
円

　

残
り
の
接
種
費
用
は
町
が
負
担
し

ま
す
。
公
費
負
担
で
接
種
で
き
る
の

は
期
間
中
1
回
だ
け
で
す
。

　

こ
の
制
度
の
対
象
者
で
生
活
保
護

を
受
け
て
い
る
方
は
、
免
除
証
明
書

の
交
付
を
役
場
健
康
づ
く
り
班
で
受

け
医
療
機
関
に
提
出
す
る
と
、
自
己

負
担
金
が
無
料
に
な
り
ま
す
。

【
実
施
期
間
】

　

12
月
末
ま
で
（
医
療
機
関
の
休
診
日
を
除
く
）

【
接
種
可
能
な
医
療
機
関
】
県
内
委
託
医
療
機
関

※
町
内
で
は
次
の
医
療
機
関
に
な
り
ま
す
。

　

高
橋
医
院　
　
　
　

☎
７
４-

０
２
１
４

　

大
田
口
医
院　
　
　

☎
７
３-

０
３
３
３

　

大
杉
中
央
病
院　
　

☎
７
２-

１
０
０
３

【
接
種
方
法
】

　

接
種
を
受
け
る
際
に
は
事
前
に
医
療
機
関
へ
予
約
を
し
、

健
康
保
険
証
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先 
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家
屋
の
取
り
壊
し
を
し
た
と
き

　

課
税
の
基
準
と
な
る
１
月
１
日
（
賦
課
期
日
）
に
家
屋

が
存
在
し
て
い
た
場
合
は
、
４
月
か
ら
の
固
定
資
産
税
は

課
税
さ
れ
ま
す
。

　

滅
失
し
て
い
た
場
合
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
賦
課
期
日
の
前
年
以
前
に
滅
失
し
た
家
屋
に
つ

い
て
、
賦
課
期
日
以
降
に
届
出
を
さ
れ
た
場
合
も
確
認
が

で
き
な
い
こ
と
に
な
り
、
そ
の
年
の
課
税
対
象
に
な
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

〇
登
記
さ
れ
て
い
る
家
屋
の
取
り
壊
し

　

法
務
局
で
滅
失
登
記
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
法
務
局

か
ら
税
務
班
に
通
知
が
届
き
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
処
理

し
ま
す
。

　

年
末
の
取
り
壊
し
等
で
法
務
局
へ
の
滅
失
登
記
が
年
を

越
し
て
し
ま
う
場
合
は
年
内
に
税
務
班
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

○
登
記
さ
れ
て
い
な
い
建
物
の
取
り
壊
し

　

取
り
壊
し
た
ら
税
務
班
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
法
務
局
か
ら
の
通
知
及
び
所
有
者
か
ら
の
連
絡
後
に
現

地
確
認
を
行
な
い
ま
す
。

※
家
屋
調
査
済
証
の
返
却
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先 

… 

住
民
課
税
務
班

家屋調査済証（見本）


